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防火認定製品（アルミ樹脂複合板下地）の取り扱いについて 

 

1. 概要 

・本稿は、建築基準法で定められている不燃材料以外の、アルミ樹脂複合板について、弊社が     

取得した個別認定と、その認定運用の解説を行うものです。 

・弊社指定のアルミ樹脂複合板と、弊社指定のマーキングフィルムおよびデジタルプリント     

素材を組み合わせることで、法令に基づく防火認定取得製品となります（注 1）。 

・対象アルミ樹脂複合板は下記の 2 点となります。 

■三菱樹脂株式会社製 ： アルポリック/ｆｒ AD 

■藤田産業株式会社製 ： 不燃ソレイタｆｒ 

 

（注 1）建築基準法第 2 条の 9 および同法施行令第 108 条の 2（不燃性能及びその技術的基準） 

 

2. 用途 

1）内装仕上げ材 

・建築基準法の内装制限の対象となる建築物の内装において、その壁面および天井の仕上げに

関し、不燃、準不燃、難燃の性能を有する材料を使用しなければなりません（注 2）。 

・弊社製品が取得している防火認定は「不燃」の認定となります。 

 

（注 2）建築基準法第 35 条の 2 および同法施行令第 128 条の 3 の 2、4 および第 129 条 

 

2）屋外広告用素材 

・「防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上     

に設けるもの、又は高さ 3 メートルを超えるものは、その主要部分を不燃材料で造る、又はおお

わなければならない」と、建築基準法第 66 条で定められています。 

 

3. 防火認定(不燃材料)を受けた製品と下地基材の組み合わせ 

製品名 アルミ樹脂複合板(下地基材) 認定番号 

ビューカル VC900 シリーズ NM-2603 マーキング 

フィルム ビューカル VC880 シリーズ NM-2730 

デジタルプリント品 ウオルコス OD-V5 シリーズ  

三菱樹脂（株）       

『アルポリック/fr AD』 

藤田産業（株）       

『不燃ソレイタ fr』 NM-2610 

※上記の製品および下地基材の組み合わせは、2010 年 6 月現在のものです。 

※予告なく変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。 

 

 



4. 認定運用について 

・認定に関して、「大臣認定書(写し)」、「防火壁装材料証明書」、「防火施工管理ラベル」の発行を

受けるためには、事前のユーザー登録が必要となります。 

・ユーザー登録後に必要な申請書を発行いたしますので、必要事項を記入のうえ所定の提出先

に提出し、各種書類と防火施工管理ラベルの発行を受けてください。 

・マーキングフィルムとデジタルプリント品では、申請の手続きが異なりますのでご注意ください。 

 

5. 発行手続きについて 

1）マーキングフィルム 

 「ビューカル VC900 シリーズ」「ビューカル VC880 シリーズ」 

①発行申請書をマーキングフィルム購入店(桜井株式会社)からお取り寄せください。 

②マーキングフィルム購入店より、発行申請書を送付いたします。 

③アルミ樹脂複合板については、購入先から出荷証明書をお取り寄せください。 

    ④アルミ樹脂複合板の出荷証明書と発行申請書のセットで受け付けを行いますので、両方をご

準備のうえ、弊社ビューカル代理店の桜井㈱に FAX でお送りください。 

⑤大臣認定書（写し）、防火壁装材料証明書、防火施工管理ラベルを申請者あてに発行いたしま

す。 

 

 

2）デジタルプリント品 

「ウオルコス OD-V5 シリーズ」 

①製品購入時に同梱されているユーザー登録書に必要事項を記入し返信してください。 

②リンテックデジタルプラザより、発行申請書をお送りします。 

③アルミ樹脂複合板については購入先から出荷証明書をお取り寄せください。 

④アルミ樹脂複合板の出荷証明書と発行申請書のセットで受け付けを行いますので、両方をご

準備のうえ、リンテックデジタルプラザに FAX でお送りください。 

⑤大臣認定書（写し）、防火壁装材料証明書、防火施工管理ラベルを申請者あてに発行いたしま

す。 



 

      

6.  防火施工管理ラベルの表示について 

・防火施工管理ラベルの表示は、登録申請者または施工管理者のかたが、認定条件に従って表

示してください。 

・防火施工管理ラベルの表示は、施工面１面につき 1 か所の表示とします。 

・天井と壁など施工箇所が 2 か所の場合は、天井で 1 か所、壁面で 1 か所の表示とします。 

・屋外広告の場合は、任意の位置としますが、確認ができる位置へ表示してください。 

 

7. その他 

・本稿に関する質問やご不明点は、弊社担当者までお問い合わせください。 

・本稿の無断転用は原則禁止します。ご要望がございましたら弊社担当者までお問い合わせ     

ください。 

・登録時の申請者に変更がある場合は、速やかに登録先へご連絡ください。 

 

【お問い合わせ先】 

 リンテック株式会社 産業工材事業部門 建装材営業部 

    〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-2 興和飯田橋ビル 

    TEL.(03)3868-7733 FAX.(03)3868-7755 


